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東京都環境影響評価条例に定める基本フロー

　※１　特例環境配慮書に係る手続は基本
　　　　フローとは一部異なります

　※３ 　※３　特定の地域で規則で定める事業を実施する場
　　　　合は、事業段階環境影響評価手続は評価書案
　　　　からスタートします。

　※２　計画段階を実施したもので、一定の手続
　　　　を経たものついては、調査計画書に関す
　　　　る手続を省略することができます。

　※２　

※１


